
社会福祉法人恩賜
財団済生会支部富山県済生会高岡病院 

制限付き一般競争入札の公告（工事） 

 

 制限付き一般競争入札を次のとおり行うので、社会福祉法人恩賜
財団済生会経理規程第 66 条及び社

会福祉法人
恩賜

財団済生会契約手続要領第 3 条の規定により公告する。 

 

公告日 令和 5 年 5 月 23 日 

社会福祉法人恩賜
財団済生会支部 

富山県済生会高岡病院 

病  院  長  川端  雅彦  

１．工事の概要 

(1) 工 事 名 受水槽更新工事 

(2) 工事場所 富山県高岡市二塚 387-1 富山県済生会高岡病院内  

(3) 工事概要 当院敷地内の受水槽更新工事 

(4) 工  期 令和 5 年 8 月 1 日（火）から令和 5 年 9 月 30 日（土）まで 

 

２．競争参加資格要件 

(1) 社会福祉法人恩賜
財団済生会契約手続要領第 4 条第 1 項、同条第 3 項及び第 5 条に該当しない

者であること。 

(2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の

規程に基づく更生または再生手続開始の申立てがされている者（更生または再生手続き開

始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

(3) 富山県内における令和 5 年度建設工事等入札参加資格者名簿（富山県内に営業所を有す

る者）に登載されていること。 

(4) 上記競争入札参加資格の工種が管工事であること。 

(5) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく営業停止の処分を受けていない者である

こと。 

(6) 管工事について、建設業法に基づく建設業の許可を有すること。 

(7) 建設業法に規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期限が、契約

締結予定日（入札執行の日から 7 日以内）までに有することが、入札参加資格申請期限

日までに確認できること。 

(8) 富山県令和 5・6 年度建設工事等入札参加資格有資格者名簿（県内）の管工事の等級が A

等級であり総合数値が 1,000 点以上の者であること。 

(9) 過去 10 ヵ年以内に、一般病床が 100 床以上の規模を有する病院（県内）において管工

事を受託し、履行している実績を有すること。 



(10) 工事請負契約 1 件の請負金額が 10,000 千円（取引に係る消費税及び地方消費税を含む。

共同企業体については、出資比率に応じて算出した金額であること。）以上の管工事を

元請として施工した実績があること。（入札日において竣工済みであること） 

(11) 次のいずれかも該当しない者であること。 

  ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下この

号において「法」という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団（以下「暴力団という。」） 

  イ 法第 2 条第 6 項に規定する暴力団員（以下「暴力団員という。」） 

  ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

  エ 役員等（入札に参加する者の代表もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の

一切の権限を委任された代理人をいう。）に暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と

密接な関係を有する者がいる法人。 

  オ 入札に参加する個人から県との取引上の一切の権限を委任された代理人が暴力団員

又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合における当該個人。 

  カ 暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的

に関与している個人又は法人。 

 

３．入札参加の資格・結果通知 

(1) 本入札に参加しようとする者は、別紙「一般競争入札参加資格確認書」を提出し資格の

有無の確認を受けなければならない。なお、申請書等（別紙様式）は、すべて A4 サイズ

とし、1 部提出のこと。 

(2) 申請書等の提出方法 

  申請書及び添付書類は、次により持参または郵送すること。 

  ① 申請受付：令和 5 年 5 月 23 日（火）から令和 5 年 5 月 31 日（水）まで 

② 受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで 

③ 提 出 先：富山県済生会高岡病院 2 階 事務部 管財・調達課 

④ 郵便宛先：〒933-8525 富山県高岡市二塚 387-1 

 富山県済生会高岡病院 管財・調達課あて 

  ※封筒の表面に「受水槽更新工事・一般競争入札参加資格確認書在中」と記入する 

こと。 

     ※受付期間内に到達すること。 

(3) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

(4) 申請書等に虚偽の記載をしたものは入札に参加できない。また、入札者の条件等に違反

したことが判明した場合も入札は無効とする。 

(5) 入札参加資格確認結果通知 

     令和 5 年 6 月 1 日（木） FAX 通知予定  

 



４．仕様書の配付 

(1) 日 時：令和 5 年 5 月 23 日（火）から令和 5 年 5 月 29 日（月）まで 

(2)  提 出 方 法 ：別紙「仕様書等配付希望書」により提出とする。 

提出配付場所：富山県済生会高岡病院 2 階 事務部 管財・調達課 

 

５．質疑受付 

(1) 日  時：令和 5 年 5 月 30 日（火）午後 5 時までとする。 

(2) 提出方法：別紙「質疑書」によりメールにて提出とする。 

       アドレス：araki.hirokazu@takaoka-saiseikai.jp  

担当課名：管財・調達課 荒木 

(3) 質疑回答：令和 5 年 5 月 31 日（水）まで（午後 3 時までに全応募者にメール） 

 

６．現地確認及び調査 

(1) 参加申請書を提出したのちに、必ず現地調査を行って下さい。事前に申し込みを行ない、

下記に定めること。 

  ① 期 間：令和 5 年 5 月 23 日（火）から令和 5 年 5 月 29 日（月） 

  ② 時 間：午前 10 時から午後 4 時まで 

  ③ 場 所：富山県済生会高岡病院地内 

  ④ 申 込：富山県済生会高岡病院  

管財・調達課 電話 0766-21-05704 担当 荒木    

 

７．入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

(1) 入 札 日 時 

   令和 5 年 6 月 5 日（月）午前 10 時 30 分 

(2) 入 札 場 所 

   富山県済生会高岡病院 2 階 第一会議室 

(3) 入 札 事 項 

  ① 入札は、社会福祉法人恩賜
財団済生会契約手続要領の規定に従い行う 

  ② 入札開始後、入札会場に到着した者は、参加できない。 

  ③ 入札書は別紙様式によること。 

  ④ 入札金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか問わず、見積もっ

た総価の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとする。 

  ⑤ 入札書の提出とは別に、見積書を提出すること。 

  ⑥ 入札金額は、仕様書により算出すること。 

mailto:araki.hirokazu@takaoka-saiseikai.jp


８．入札の無効 

次のいずれかに該当した場合は、入札を無効とすることができる。落札決定後または契約締

結後に違反が判明した場合も無効とする。 

(1) 参加資格要件を満たさない場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載が認められた場合 

(3) 入札の際、談合その他不正な行為があったと認められる場合 

(4) 同一事項の入札に対し、2 以上の意思表示をした入札。 

(5) 入札書に記名捺印が無い場合又は入札書の記載事項が不明確な入札。 

(6) 入札記載事項を訂正し、訂正事項に訂正印が無い入札。但し、入札金額を訂正した場合

は、訂正印を押しても無効とする。 

(7) 入札委任状を持参しない代理人がした入札（事前に入札委任状を提出してある場合を除

く。 

(8) その他あらかじめ指示した事項に違反した入札。 

 

９．落札者の決定 

(1) 予定価格以下で、最低価格落札方式をもって行い、1 位の者を落札者に決定する。 

(2) 落札者となるべき同金額の入札をしたものが 2 者以上あるときは、くじにより落札者 

を決定する。 

(3) 開札の結果、予定価格以下の入札がない場合については、最低価格の者から順次随意契

約の話し合いを実施する。 

 

 

１０．入札保証金 

 免 除 

 

１１．契約保証金 

 免 除 

 

１２．再度入札の日時及び場所 

(1) 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がない

時は、直ちに再度の入札を行う 

(2) 再度入札は、原則 2 回とする。なお、再度入札の結果、落札者となるべき入札者がない

場合は最低価格を入札した者から順次予定価格範囲内で随意契約の交渉を行うものとす

る。 

 



(3) 落札者となるべき同価格の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札をした

者がくじを引き、落札者を定めるものとする。 

 

 

１３．契約の締結 

(1) 本院は、契約書の作成を要する。 

(2) 決定した落札業者と富山県済生会高岡病院が協議し、工事内容を確定させた上で契約を

締結するものとする。 

(3) 落札者と富山県済生会高岡病院との間で協議が不調となった場合や、提案に虚偽、不正

または違反が認められた場合は、次点者と協議し、契約を締結する場合がある。 

                                             

 

１４．異議申立て 

 入札を行った者は、入札後は契約手続要領、契約約款、仕様、現場等についての不明を理由

として異議を申し立てることができない。 

 

１５．担当部署 

〒933-8525 富山県高岡市二塚 387-1 

社会福祉法人恩賜
財団済生会支部 富山県済生会高岡病院 

事務部 管財・調達課 課長 荒木 博和 

TEL：0766-21-0570 FAX：0766-23-9025 

Mail：araki.hirokazu@takaoka-saiseikai.jp 
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